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令和３年第３回（４月）大郷町議会臨時会会議録第１号 

令和３年４月９日（金） 

                                    

応招議員（１４名） 

   １番 吉 田 耕 大 君    ２番 佐 藤   牧 君 

   ３番 赤 間 茂 幸 君    ４番 大 友 三 男 君 

   ５番 佐 藤 千加雄 君    ６番 田 中 みつ子 君 

７番 熱 海 文 義 君    ８番 石 川 壽 和 君 

９番 和 賀 直 義 君   １０番 高 橋 重 信 君 

１１番 石 垣 正 博 君      １２番 千 葉 勇 治 君 

１３番 若 生   寬 君   １４番 石 川 良 彦 君 

 

出席議員（１３名） 

   １番 吉 田 耕 大 君    ２番 佐 藤   牧 君 

   ３番 赤 間 茂 幸 君    ４番 大 友 三 男 君 

   ５番 佐 藤 千加雄 君    ７番 熱 海 文 義 君 

   ８番 石 川 壽 和 君    ９番 和 賀 直 義 君 

  １０番 高 橋 重 信 君   １１番 石 垣 正 博 君 

  １２番 千 葉 勇 治 君   １３番 若 生   寬 君 

  １４番 石 川 良 彦 君 

 

欠席議員（ １名） 

６番 田 中 みつ子 君 

 

  地方自治法第 121 条の規定により、会議事件説明のため本議会に出席した

者は、次のとおりである。 

町長     田 中   学 君  副町長    武 藤 浩 道 君 

教育長     鳥 海 義 弘 君  総務課長   遠 藤 龍 太 郎 君 

財政課長   熊 谷 有 司 君  町民課長   千 葉   昭 君 

保健福祉課長 鎌 田 光 一 君  地域整備課長 三 浦   光 君 

 大郷町議会新型コロナウイルス感染拡大防止に係る取り組みに基づき、庁 

舎内待機とした者は、次のとおりである。 

まちづくり政策課長 伊 藤 義 継 君  復興定住推進課長 武 藤 亨 介 君 

税務課長   小 野 純 一 君  農政商工課長 高 橋   優 君 

会計管理者  片 倉   剛 君  学校教育課長 菅 野 直 人 君 
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 社会教育課長 赤 間 良 悦 君 

                                    

事務局出席職員氏名 

 事務局長 千葉 恭啓  主事 髙橋 将吾 

                                    

議事日程第１号 

  令和３年４月９日（金曜日） 午前１０時開会 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  議案第 34 号 大郷町一般会計補正予算（第１号） 

日程第４  議案第 35 号 大郷町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算 

（第１号） 

                  

本日の会議に付した案件 

  議事日程と同じ 

                                    

午 前  １０時００分  開 会 

議長（石川良彦君） 皆さん、おはようございます。 

    ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、

これより令和３年第３回大郷町議会臨時会を開会いたします。失礼をい

たしました。ただいまの出席議員は 13 名であります。定足数に達して

おりますので、これより令和３年第３回大郷町議会臨時会を開会いたし

ます。 

    それでは、直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

ここで町長より御挨拶をいただきます。 

町長（田中 学君） 皆さん、おはようございます。 

臨時議会にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 

まさに春光うららかな季節になってまいりました。例年より桜の便り

も大変早く桜の花ももう満開を迎えました。また、水稲の種まきにおき

ましても順調に進んでいるようであります。そのような中で本日ここに

令和３年第３回大郷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆

さまにおかれましては、公私ともに御多用の中、御出席を賜りまして誠

にありがとうございます。本日、御提案申し上げます議案は、令和３年

度大郷町一般会計補正予算（第１号）及び令和３年度戸別合併処理浄化
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槽特別会計補正予算（第１号）となってございます。一般会計補正予算

につきましては、去る３月 16 日発覚いたしました盗難事件を受けて役

場庁舎のセキュリティ強化のための防犯カメラ設置事業及び職員の新

型コロナウイルス感染に伴う抗原検査の費用などを計上させていただ

いているものであります。また、戸別合併処理浄化槽特別会計につきま

しては去る２月 13 日に発生した地震の災害復旧費の年度組み替えでご

ざいます。災害復旧工事の迅速な発注完了を目指すものでございます。

以上御提案させていただきます各議案につきましてよろしく御審議の

上、御可決賜わりますようお願いを申し上げて御挨拶といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

議長（石川良彦君） 以上で町長の挨拶を終わります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石川良彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第 110 条の規定により９番和賀直義議員及び 10 番高

橋重信議員を指名いたします。 

                                    

日程第２  会期の決定 

議長（石川良彦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

    お諮りします。 

    本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定

いたしました。 

                                    

日程第３  議案第 34 号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第１

号） 

議長（石川良彦君） 日程第３、令和３年度大郷町一般会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 皆さんおはようございます。それでは、議案第 34

号、一般会計補正予算（第１号）につきまして提案理由の説明を申し上

げます。 

補正予算書２ページをお開き願います。 
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議案第 34 号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第１号）。 

令和３年度大郷町の一般会計補正予算は次のとおり定める。 

（歳入歳出予算補正） 

第１条 規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 649 万 4,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 51 億 649 万 4,000

円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの補正

後の歳入歳出予算の総額は第１表歳入歳出予算補正による。 

    令和３年４月９日 提出 

大郷町長 田 中   学 

今回の補正予算ですが、役場職員、小中学校児童生徒及び教職員に新

型コロナウイルス感染者が出た場合、濃厚接触者以外で感染疑いのある

職員等に対する抗原検査の実施、役場庁舎の新型コロナウイルス感染症

対策用品購入及び役場庁舎のセキュリティ対策として防犯カメラの設

置に係る予算について計上したものです。歳入につきましては、財政調

整基金において財源調整をしたものです。 

続きまして、３ページをお開き願います。 

第１表 歳入歳出予算補正により、款項ごとに内容を説明いたします。 

まず歳入です。第 19 款繰入金第１項基金繰入金 649 万 4,000 円の増 

額補正です。新型コロナウイルス感染症対策並びに抗原検査及び防犯カ

メラ設置に係る財源としての財政調整基金繰入金の調整です。歳入補正

額合計 649 万 4,000 円です。 

続きまして、4 ページを御覧いただきます。 

歳出です。第２款総務費第１項総務管理費 555 万 5,000 円の増額補正

です。役場職員等に新型コロナウイルス感染者が出た場合、濃厚接触者

以外で感染疑いのある職員に対する抗原検査の実施、役場庁舎の新型コ

ロナウイルス感染症対策として、町長室、応接室及び会議室等にアクリ

ルパテーションの設置及び役場庁舎のセキュリティ対策として役場庁

舎出入り口３カ所・駐車場に２カ所に防犯カメラを設置する経費です。 

第９款教育費第１項教育総務費 93 万 9,000 円の増額補正です。小中 

学校の児童生徒及び教職員等に新型コロナウイルス感染者が出た場合、

濃厚接触者以外で感染疑いのある教職員に対する抗原検査の実施に係

る経費です。歳出補正額合計 649 万 4,000 円です。 

以上、補正前の予算額 51 億円に歳入歳出とも 649 万 4,000 円を追加 

し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ 51 億 649 万 4,000 円とするも
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のです。一般会計補正予算（第 1 号）につきましては、以上の内容です。 

以上で議案第 34 号につきましての提案理由の説明を終わります。次

ページ以降の事項別明細書を御覧いただきまして、御可決いただきます

ようお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） これをもって、提案理由の説明を終わります。これより

質疑に入ります。ございませんか。はい。１番吉田耕大議員。 

１番（吉田耕大君） 今回のコロナウイルスの職員に対するコロナウイルス抗

原検査、教職員に対する抗原検査とありますが、それの内訳、人数、金

額等分かれば教えてください。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） はい、お答えいたします。特別職が３名、一般職

109 名、会計年度任用職員 20 名、教員補助者 11 名、ケアハウスの職員

４名、学校の教職員 60 名の計 207 名を予定しております。以上でござ

います。 

議長（石川良彦君） 吉田耕大議員。 

１番（吉田耕大君） その 207 名という人数と、今後、今受けるべきものなの

か、この予算を組んだ時に皆で全員実施ということなのか。ただの予算

として組み込んでいるっていうことなのかお答えください。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） この予算は３月 30 日に庁舎内の職員が、１名陽性

反応が出たということを受けて予算計上させていただくものでござい

まして、その方以降ももう一人陽性者出ておりますが、その方の濃厚接

触者以外の方で感染の疑いのある職員について行うものであり、今後役

場の職員並びに公立学校の教職員の中に陽性者が出た場合に濃厚接触

者以外の感染の以外の人で感染の疑いのある人に対して行うものであ

り、あくまでも予定の人数となります。以上でございます。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。はい、９番和賀直義議員。 

９番（和賀直義君） 疑いのある場合にはね、具体的なニュアンスとして分か

らないんですけども、濃厚接触者以外で疑いの場合というのは具体的に

どういう時を想定しておりましたか。 

議長（石川良彦君） 総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 濃厚接触の疑いのある者となりますと、例えば、

とある課で発生した場合にその近くに座っている職員、もしくはその課

全体の職員が対象になるかと思います。以上でございます。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。はい。７番熱海文義議員。 
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７番（熱海文義君） あの、庁舎の防犯カメラについてなんですが、カメラつ

けるのはいいと思うのですが、その前に盗難にあった時点で警備員がい

たはずなんですが、どのような状況でこういうふうになったのか、前に

も聞いたと思うのですが、もう一度お願いしたいと思います。 

財政課長（熊谷有司君） お答えします。当時警備員が常駐して、毎日常駐し

ているわけでございますが、その盗難にあった３月の 15 日から 16 日の

朝方までにかけてということでございますが、８時 50 分過ぎにその復

興定住推進課の職員が退庁し、その後、翌日に出勤した際にそのパソコ

ン等がなくなっていたというのを発見したわけでございますが、警備員

につきましては、毎日地下の警備員室で常駐してございます。それで、

警備員も職員が退庁される際には地下から退庁するようになってござ

いますが、たまたま多分見回り等で庁舎内を巡回しているときもござい

ます。その間なのか、ちょっと時間帯はちょっと分かりませんが、そう

いう事故があったものでございまして、警備員は常に常駐してございま

す。その事故が起きて、今回盗難事故が起きて以降につきましては、職

員が自ら出るのではなくて、必ず警備員に開錠をしていただいて、鍵を

開けていただいて、それから地下から出るように今はしてございますの

で、今、今後セキュリティ対策として今回カメラ設置させていただくわ

けでございますが、警備員と両面から今回セキュリティを強化していく

ということで今回計上させていただくものでございます。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。はい、10 番高橋重信議員。 

10 番（高橋重信君） 今の件に関連してなんですが、防犯カメラをですね、こ

れを専決、ま、あの、処分等してですね、早急にできなかったのかどう

か。というのはまだ犯人の検挙もなされていない中でですね、前の説明

でデータはね、大事なデータは入っていないということだったのですが、

犯人のですね、目的が重要なものが必要となれば再度入る可能性がある

んじゃないかなと。ですからこれはね、専決処分として早急にやるべき

じゃなかったのかなと考えます。この辺なぜ出来なかったのか。その辺。

お願いします。 

議長（石川良彦君） 総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） お答えします。結論的に申し上げれば、予算が二

十数万、二百五十数万の金額でございましたので、金額がある程度大き

かったものでございますので、議会に説明し、議会の議決をもらうとい

う基本方針に基づいて今回４月早々の臨時会ではございますが、招集さ

せていただき、御審議をいただくものであります。 
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議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10 番（高橋重信君） えっとですね、そういうものであればですね、今後に関

してはですね、セキュリティ防犯に関してですね、条例を変えてもです

ね、早急にね、取り組み出来るような体制にしていただきたいと思いま

す。それからですね、それ、うん。それからですね、要はサーバー室で

すか、いろんなね、重要なデータ入っていると思うんですが、ここもで

すね、やっぱりカメラの設置が必要かなと思うんですが、この辺の見解

をお願いします。 

議長（石川良彦君） はい。財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） サーバー室につきましては、常に施錠してございま

して、誰もが常に入れる状態になってございませんので、それはしっか

り管理しているものと思われます。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10 番（高橋重信君） 今の答弁であればですね、日本全国いろんな問題は発生

しないんだけど、いろんな問題が発生しているわけなんですよ。大事な

ものであれば、財産となるものであればですね、やっぱりそれくらいの

ね、危機管理がね、必要かなと思います。その辺もね、検討していただ

きたいと思います。全職員がですね、危機管理にはね、いろんなね、細

心の注意を払ってやっていただきたいと思います。以上です。 

議長（石川良彦君） 質問ではないですね。ほかにございませんか。12 番千葉

勇治議員。 

12 番（千葉勇治君） えっとですね、今回の職員の関係あるいはパソコンの盗

難ということで、ある面では町長の管理下における責任が大きいのかな

と思うのですが、その中でですね、いろいろ今回の補正予算を説明する

にあたって冒頭に本当はその職員の実態、コロナの実態ですか。それか

ら盗難の実態について詳しく説明があって然るべきではないかと。それ

が質問に対して答えるような形で極めて執行部の姿勢については冒頭

から私は問題があるんではないかと考えます。そこで伺いたいんですが

ね、この職員の一般管理費の関係で１万 5,642 円という単価の中で抗原

検査を実施すると。役場のでない。学校関係も含めて 207 名というよう

な数字でございますが、ま、２目の事務教育費の関係も含めてですね、

この場合、全員が対象になっているわけですが、吉田議員から質問され

ましたが、これは濃厚接触者以外の関係ある職員ということですが、先

ほど和賀さんから質問ありましたが、どうもその辺の関係ある職員とい

うのはどの辺なのか。また、その職員が陽性にもし抗原検査で陽性が出
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た場合にその方と接触された町民もいると思うんですね。そういう面で

どのようにその辺の今後の調査をしていくのか。極めて町の職員守るの

は分かるのですが、それに関連して町の職員というのは町民とのつなが

りがかなりあるわけですから、その辺どのように今後もし状況によって

は生じるであろう、その辺の問題について考えられているのか。その辺

執行部の考えをお聞きしたいと思います。それからですね、先日の全協

でも出ましたが、保育園の認定こども園、認定保育園ですか。認定こど

も園のですね。ほとんどのこれは町民の子供なんですよ。そういう点で

先ほどここに資料が実施要綱ということで定めているということであ

りますが、実態としてそういう方々に対しても抗体検査をしていかない

とやはり不公平が出てくるんでないかと。そういう点で私はあえて保育

園だけではなくですね、社会的な仕事している方々、例えば、福祉協議

会とかあるいは商工会の関係とか。そういう広く町民と接する立場にあ

る方々の本当は PCR 検査してほしんですが、職員を対象にするというこ

とになれば、職員だけでなく町民と接することの多いそういう職場の

方々も広く抗原検査の対象にすべきではないかと思うのですが、その辺

についてどのように検討されたのか。お聞きします。また、これはあく

まで今感染されているかどうか確認するだけの検査であって、決して抗

体検査ではないわけでですね、それで定期的にこれをやっていかないと

１カ月あるいは今回異常なかったとしても、この次どこでどういう感染

が出てくるか分からないので、そういう点では定期的に抗体検査、抗原

検査も抗原検査についてもですね、定期的にやる必要があるんではない

かと。その辺について、どのように検討されているのか、お聞きしたい

と思います。それから、防犯関係なんですが、先ほどセキュリティとい

うことで、大分強調されましたが、ただ鍵かけておくだけのセキュリテ

ィなのか、それとも何かボタン式でですね、よくテレビドラマなどで出

てくる数字的なものなどのいわゆるコンピューター式のセキュリティ

に入れるのかどうか。その辺についての説明もどうも、ただ、今後は鍵

をどうのこうのという鍵だけの問題ではなくてですね、今後もこういう

盗難問題については１階、地下１階だけ、今回だったという状況ですが、

これが２階、３階のことも当然考えられるわけでですね、そういう点で

もう少し、セキュリティそのものについての対策を強化する必要があろ

うと思うんですが、その辺についてどのように検討されているのか。お

聞きしたいと思います。お願いします。 

議長（石川良彦君） 総務課長。 
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総務課長（遠藤龍太郎君） まず、濃厚接触者以外の感染の疑いのある職員と

いうことですが、感染者が発生した場合、その判明が分かった時点でそ

の課に属する職員については自宅待機とさせていただきたいと考えて

おります。その感染者から近くにいる方が感染し、ウイルスの検出がさ

れる時期というものは一般的に５日から６日という日にちになってお

ります。ですので、自宅待機を経て、その５日、もしくは６日頃に抗体

検査を受け、そこで陽性もしくは陰性の判定をいただき、陰性の場合に

ついては、業務に復帰していただくという考えでございます。それから、

２点目のこども園の関係でございましたが、基本的には民間業者でござ

いますので、その法人の管理者の責任において果たすべき義務と認識し

ております。ほかのこども園以外の町民と接する会社等についても２つ

目と同様の考えでございます。コロナ関係ではこの３つでよろしかった

でしょうか。 

議長（石川良彦君） 住民、役場職員というか役場に来た町民の方々に対して

とか、そういうことは検討されたかっていうことで。あとは定期的に検

査することとかも検討されたんですかということです。 

総務課長（遠藤龍太郎君） すみません。まず、今発症しないとコロナにかか

っているか分からないというのが現実であります。その前段として、ま

ず発熱が考えられるわけなんですが、発熱があった時点でまず、その職

員については休んでいただくと。そして国県の方針のとおり、３日続く

ような場合にはかかりつけの医院もしくは、発熱外来を受けていただく

というような措置を取り、そういった可能性のある職員については、職

場を休んでいただくと。そうしたことによって、住民との感染の疑いの

ある職員と住民との接触の機会を極力減らすという考えでございます。

それから定期的に抗体検査等を行うということですが、これについては

実際には感染率というのはあまり高く、大郷町にとっても人数、現在 26

名出ているわけですが、人口からするとそれほど多くないという言い方

はおかしいかもしれませんけども、パーセンテージ的には一般の生活を

している上では、感染リスクは低いものと考えておりますので、職員に

ついてもその発熱なり感染の疑いがある時、そしてその人と濃厚接触の

可能性のある時の検査で十分かと考えております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 次に財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 防犯カメラにつきましてでございますが、防犯カメ

ラ、先ほど言いましたとおり、５カ所設置するわけでございますが、た

だ設置するだけじゃなくて、それにつきましては、それを記録するもの
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はございます。ハードディスクなりで記憶しているわけでございますが、

２週間分のデータがその蓄積されております。その後、毎日上書きされ

ていく状態になりますけども、もし何か事件等が発生した場合につきま

しては、それを見て警察なりに提出して捜査をしていただくというよう

な内容になってございます。それからサーバー室等につきましては施錠、

入り口の施錠もですが、サーバー室内のサーバーについても施錠を二重、

三重としてございますので、その辺は御安心していただければなと思い

ますし、役場の出入り口に防犯カメラ設置するということですので、そ

の出入りにつきましては、職員以外のいろんな来庁者も含めてですが、

全部そこを通って入ってくるわけでございますので、窓ガラスを割って

入ってくればまた別なんですが、その出入り口はしっかりと管理してい

くというふうになっておるものでございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12 番（千葉勇治君） 私ね経過説明ということ冒頭に申し上げたんですがね、

それぞれの議員の質問の中で部分、部分で答えておりますが、例えば PCR、

諸君が今後、今回感染したということで今１名は出ていますが、２名目

が具体的にまだ資料としては、先日もらったやつも１名だけでね、具体

的にどうなっているのか。まず町の実態、職場の実態について報告すべ

きだと。ね。そして今回いわゆる濃厚接触者以外に関係者ということで

すが、何人くらい今回見ているのですか。濃厚接触者以外の方と言こと

で当面何人くらい今回抗体検査見ているのか。これは 230 万というのは

全職員の対象ということでかなり大きな範囲での予算を見ているわけ

ですが、せめて最初から全職員検査するわけではないようですから実際

何人くらい見ているのか。その辺について、まず実態がどうなのか教え

るべきなのですよ。ですから、私、今日の臨時会お願いしたわけでね。

それから防犯についても、どういうことだったんだと。いろいろこれま

での委員会あったんですが、議会として正式にですよ、町民に知らせる

立場として、議会にしてね、何がどうなったのか。今状況どうなのかと。

犯人が分かったのか。どういう調査状況なのか。それくらいなぜ、説明

なぜされないのか。そこに分かれば、そして、その後の対策としてこう

いうものがあるんだということが出てこないと、どうもちぐはぐなって

くるんでないかと思うんで、まず経過について改めて確認したいと思い

ます。説明求めたいと思います。そして、今回この PCR 検査でない、抗

原検査については何人くらいを今回予定しているのか。いわゆる濃厚接

触者以外の方ということで。その人数をお聞きしたいと思います。それ
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が分かれば自ずから町の今の実態。感染が疑われる状況が分かってくる

と思うんですね。その辺についてお願いしたいと思います。それから、

防犯カメラについて、確か５台とかって言ってますが、防犯カメラだけ

で果たしてこの今回の盗難が防止されるのか。ガラス割って２階から入

ってくる人いないとか何とかって出てますがね。どういうことがあり得

るか分からないんですよ。そういう点でもっともっとその辺どのように

内部でですよ、町長トップにしてですね、内部でどのように検討されて、

今回の予算措置に至ったのか、その辺の経過が分からないと我々として

もどのように今回町民から聞かれても対応なかなかできないんでない

かと思うんでですね。その辺開かれたまちづくりという中でぜひその辺

を詳しくお聞きしたいと思うんです。よろしくお願いします。 

議長（石川良彦君） 初めに答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） お答えします。３月 31 日に陽性反応が出た男性職

員につきましては、３月 25 日に発熱の症状が出たためその時点で自宅

待機といたしました。その次の日に病院の診療を受けたんですが、その

時に関しては、医師から PCR 検査までのことはしなさいという指示はご

ざいませんでした。その後、発熱と体の節々が痛いというような症状が

続いたものですから、再度病院に行きまして、医師の指示のもと PCR 検

査を 30 日に受け、31 日に陽性判定がなされたものでございます。その

職員については４月３日の日、ホテルへ移動し４月７日にホテルのほう

を退所して現在自宅療養しております。そして、４月７日、すみません。

４月８日から 10 日間の自宅での自宅療養をしていただき、様子を見る

こととしております。勤務予定日につきましては、４月 19 日となる予

定でございます。それからもう一人の陽性反応の方の女性の方のほうで

ございますが、この一番最初に濃厚接触者の方との同居の家族でござい

まして、発症の時点から病院に次の日行った、前の男性職員が、前の日、

26 日に病院に行ったわけですが、その時点から家庭内で１階と２階に住

み分けながら感染防止を図っていたわけなんですが、その職員について

は同居ということで疑いがあるということで４月の、すみません。３月

の 29 日からお休みを取っていただき、役場職員並びに住民との接触は

しないようにしておりました。PCR 検査は４月１日に受けておりまして、

２日の日に陽性反応が出て現在ホテル、４月８日からホテルへ移動して

療養中でございます。そのほか濃厚接触者とされた 40 代の男性及び 50

代の男性につきましては、PCR 検査の結果、陰性の判定が出ております。

ただし、陰性の判定が出ても県の指針等に基づきまして、保健所の指導
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によりまして、感染者から離れたといいますか、感染者が病院やホテル

へ入った翌日から起算して 14 日間の自宅待機という形になっておりま

す。戻りますが、最初の感染者につきましては 25 日に発症しており、

陽性反応が 31 日でございました。この時点で、もう一週間経過してお

り、当該所属する課の職員につきましては、症状が出ていなかったもの

ですから感染したリスクは少ないと考えており、また、保健所からの連

絡によりまして濃厚接触者には当たらないということで職員について

はそのまま継続勤務といたしました。そして、５日の日ですが、最初の

男性職員の課の近くにいた２名とそれから女性の勤務している課の職

員１名、計３名の抗原検査をし、陰性であることを確認し、継続して勤

務をしております。それから、３番目の 40 代男性につきましては、同

居の家族が陽性となった関係で濃厚接触者となるということでその判

定を待たずにして、その課に属していた職員２名を自宅待機させ、そし

てその男性職員の PCR の結果を経て、陰性でしたが、陰性でしたので職

務を継続させたということになります。以上が２名の陽性者と２名の濃

厚接触者の経過でございます。以上でございます。（「不規則発言あり」） 

議長（石川良彦君） 今言ったので理解できなかったかな。今具体的に説明し

た中の数であります。次に答弁願います。財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 防犯カメラにつきまして、答弁させていただきます。

防犯カメラにつきまして、盗難があったのが発覚したのが３月 16 日で

ございました。その３月 16 日の午後から臨時の課長会議の中でその事

実を全課長に伝え、課長会議で議論したところですが、庁舎管理上、庁

舎管理については財政課所管でございますので、それで先ほどもお話さ

せていただきましたが、通常 19 時には全館施錠をします。警備員が施

錠いたします。それで 19 時を過ぎますと、地下から出入りをするとな

ってございますが、それ 19 時以降は全部地下も施錠し、必ず出入りす

る際、中からですと鍵開けられるわけなんですが、職員が勝手に開けて

いきますと、今度出て行けば鍵が開いた状態になりますので、それは必

ず警備員に話をして開けていただいて、職員は退室すると。それでまた

警備員に閉めていただくというようなことを今しているわけでござい

ます。あと夜間ですね、会議等もいろんな団体での会議等もございます

ので、正面玄関からの出入りもあるわけでございます。その際につきま

しても、何人という、会議が 19 時からであれば 18 時 50 分くらいから、

それは閉めてございません。それで 19 時くらいまでに皆さん入れば、

その担当課から今日皆さん出席者全員が入っていますので、閉めてくだ
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さいというようなことで連絡いただきまして、それで警備員が施錠する

と。あと会議が終了したら、それをまた開錠し、また施錠するというよ

うなシステムにその３月 16 日以降はそのようにさせていただいており

ます。それに加えまして、今回防犯カメラを設置させていただきまして

二重に今セキュリティ対策ということで町ではそのようにさせていた

だく予定で今回提案させていただくものでございます。以上でございま

す。 

議長（石川良彦君） じゃ、総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 補足で説明させていただきます。被害届につきま

しては、３月 18 日に正式に提出してございます。そして４月７日の日、

大和署より捜査経過について電話で連絡がございましたが、内容的には

捜査は進捗していないという御報告であり、今コロナ禍なものですから、

聞き取り捜査がかなり難しいということで改めてこのコロナ禍が落ち

付いた頃に再度町等の聞き取りに来たいというようなお話をいただい

ております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12 番（千葉勇治議員） あの、PCR 検査でも抗原検査でも、PCR 検査のほうで

特に私患者なのか、証明書出すわけですよね、この方は間違いなく何々

現在感染されていませんということで。それもお金かかるわけなんです

が、１万円くらいかかるということで聞いたのですが、抗原検査の場合

はそういう証明書というのは出てくるんですか。その辺については何か

確認していますか。当然かかるとなれば金もかかると。証明書出すとな

れば金もかかるということも出てくると思うのですが、その辺も含めて

のことなのかどうか、お聞きしたいと思います。それから、やはり民間

がやっているからということで、いわゆるこういう抗原検査も含めてね、

PCR 検査でも然りなんですが、先生方あるいはそういう社会福祉協議会

の職員とか、そういう方々に対するせめて全額町で出さなくとも、いく

らか支援する形でもですね、それを応援するような支援でもぜひ私はや

るべきだと。それが今こういう状況の中で町の職員だけ守るんではなく、

町民があって、初めて町が、町の職員もあり、そういう保育所の保育園

の子供たちも町民の安全な生活の中で守られるべき姿でるわけで、そう

いう点では中心になって働いている方々への何らかの支援がどうして

も必要だと、これを通じて感じるわけなんですが、職員だけを私は守る

んだけではなく、全体に考えることを町長考えていないんですか。その

辺について町長のほうから姿勢を確認したいと思います。 
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議長（石川良彦君） まず、総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） PCR、すみません。抗原検査の結果でございますが、

大郷町の役場の産業医である杉山先生と委託契約を結び、実施したい、

実施しているところでございます。それで、その証明書たるものですが、

直接お医者さんも守秘義務がございますので、本人に、本人が診察を受

け、その本人に陽性か、陰性の判定すると。それだけで実際には十分か

と思います。ただ、委託事業で、委託費でお支払いする関係上、その報

告は求めたいと考えております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 次に答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） はい。ただいまの御質問、大変ありがたい御質問でござ

いますが、町民を守る役場職員がまさに健全でなければなりません。そ

のためには町民も大事なんですが、町民を守るという立場から我々役場

がしっかりとした態勢をまず取ることが前提であるというふうに考え

ておりますので、全町民にそのような方法などを持ちうるということに

あれば、これは町だけの考えでなく、県なり国のほうにも呼びかけをし

てまいりたいというふうに思っております。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。大友三男議員。 

４番（大友三男君） 歳入関係で目的が新型コロナ感染症対策費という目的名

といいますか、の中でお話をさせていただきたいのですけども、これは

抗原検査杉山医院で行うというようなことでの再質のほうで御説明あ

るんですけども、これワクチン関係の接種は国なんかでも推奨している

というか、かかりつけ医でも行えるというようなふうに言っている経緯

もあるんで、杉山医院のほうでこれワクチン接種できるのかどうなのか、

まず、本町でどういうふうに考えているのか。 

議長（石川良彦君） ワクチンでなく、やるの抗原検査の予算。 

４番（大友三男君） 抗原検査の予算ですけども、関連ということになると思

うんですけどもね。新型コロナ感染症対策費として歳入のほうになって

いるわけですから。それに関連してのワクチンの関係ですよ。それを本

町でどのように行う方向持っているのかということですよ。かかりつけ

医でもやれるようにするのかどうなのか。あと、まずそれ答弁お願いし

ます。できれば。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えします。杉山医院についても、ワクチン

接種の医療機関ということになっております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 
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４番（大友三男君） また、関連で申し訳ないのですけども、これ昨日の報道

関係で出た、お話なんですけども。コロナワクチンの接種の予定が決定

したというような中で黒川郡の中で富谷市、大和町、大衡村が決定した

いということで出ていたんですけども、大郷町がそこに入っていなかっ

たのですけど、大郷町ではまだそういう予定というのが決まっていない

んでしょうかね。どのように要望を出しているのかその辺に関して。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えします。ワクチン接種に関しましては、

黒川地域の４市町村、足並み揃えております。動き的には全て同じでご

ざいます。以上です。 

議長（石川良彦君） 大友三男議員。 

４番（大友三男君） 全て同じといっても、昨日の報道関係が、じゃあ誤りが

あるということなんですか。一応ね昨日のちょっとあの報道局名は言え

ませんけども。大郷町だけが省かれていた状況なんですよ。ということ

は、大郷町はまだ何も決まっていないと。ワクチン接種に関しては何も

決まっていないというような捉え方を私したんですけども、その件に関

して担当課のほうそうなんでしょうけども、町長そういうのに関してど

ういうような考えを持っているんですか。 

議長（石川良彦君） 担当課じゃないと分かんないでしょ。とりあえず、本町

の予定。現段階の予定をお願いします。保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。今現在言えるところの予定

でございますが、年齢制限をしまして、まずは 80 歳以上の方について、

来週 12 日に接種券を送付する予定でございます。それをもって、それ

をもちまして、今月末から今月末から接種開始となる予定でございます。

ただし、当初はワクチンに制限がございます。必ず打てるというような

ものではなくて、かなり限定された人になろうかと思います。以上です。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 討論省略の御発言がありますので、これをもって討論を

終わります。 

    これより、議案第34号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第１号）

についてを採決いたします。 
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    この採決は起立により行います。 

    お諮りします。本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石川良彦君） 起立全員であります。したがって、本案は原案どおり可

決されました。 

                                    

日程第４  議案第 35 号 令和３年度大郷町戸別合併処理浄化槽

特別会計補正予算（第１号） 

議長（石川良彦君） 日程第４、議案第35号 令和３年度大郷町戸別合併処理

浄化槽特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。財政課長。失礼しました。地

域整備課長。 

地域整備課長（三浦 光君） ９ページをお開き願います。 

議案第35号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

議案第 35 号 令和３年度大郷町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予

算（第１号）。 

令和３年度大郷町の戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算（第１号）

は次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算補正） 

規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 320 万円を追加し、歳

入歳出の総額を歳入歳出それぞれ 7,026 万 7,000 円とする。歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は第１表歳入歳出補正予算による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の補正予算の追加は第２表地方債補正による。 

 令和３年４月９日 提出 

大郷町長 田 中   学 

今回の補正ですが、２月 13 日発生の福島県沖地震により被災を受け

た合併浄化槽の国の災害復旧事業に関する予算につきましては、令和３

年第１回定例議会におきまして、御可決をいただいたところですが、国

の財源措置が令和３年度予算となることが県より示されたことから、今

回、災害復旧事業に係る国庫補助金、その裏負担としての地方債、復旧

工事費の計上を行ったものでございます。 

次ページをお開き願います。第１表 歳入歳出予算補正の説明をいた
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します。まず、歳入です。第３款国庫支出金第項国庫補助金160万円の

増額は、国の災害復旧対象事業に係る合併浄化槽４基分の国庫補助金見

込み額の計上によるものです。補助率は事業費の50パーセントでござい

ます。 

第７款町債第１項町債160万円の増額は、国の災害復旧対象事業に係 

る合併浄化槽４基分の災害復旧事業債の計上によるものです。 

歳入合計で補正額320万円を増額し、7,026万7,000円とするものです。 

次に、次ページの歳出です。第１款合併浄化槽事業費第３項合併浄化

槽災害復旧費320万円の増額は、合併浄化槽４基分の災害復旧工事費の

計上によるものです。 

歳出合計で、補正額320万円を増額し7,026万7,000円とするものです。 

続きまして、次ページをお開き願います。 

第２表 地方債補正です。追加になります。起債の目的である合併処

理浄化槽災害復旧事業につきまして、合併浄化槽の災害復旧に係る国の

補助対象事業４基分係る地方債で、限度額を 160 万円とし、起債の方法

は証書借入とするものです。利率は 5.0％以内。ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率とするものです。償還の方法は、政府資金について

は、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協議す

るものとする。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、または繰上償還、もしくは低利に借り換えすることができるとす

るものです。 

以上で議案第35号の説明を終わります。 

ただいま御説明申し上げました、議議案第35号につきまして、予算事

項別明細書を御覧いただき、御審議の上、御可決賜りますようお願い申

し上げ、提案理由の説明といたします。 

議長（石川良彦君） これをもって、提案理由の説明を終わります。これより

質疑に入ります。ございませんか。はい。12 番千葉勇治議員。 

12 番（千葉勇治君） 今回４基分ということでしたが、これはあの、町負担の

分については分かるのですが、このいわゆる地震によって受けられた災

害の個人負担の分などはあるのでしょうか。あと、その辺いついてはど

のような町としては考え方が持たれているのか、その辺についてお聞き

しておきたいと思います。 

議長（石川良彦君） 地域整備課長。 

地域整備課長（三浦 光君） お答えいたします。個人の負担につきましては
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ございません。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12 番（千葉勇治君） 合併浄化槽を作る場合にどうしても個人の負担もあるわ

けでね、その辺のいわゆる本線からある一定距離までの間というか。そ

れについては何も…なかったということで理解していいわけですね。そ

れとも何かそれも今回対象になるということなんですか。その辺ちょっ

と分からないんで教えてほしいんですが。 

議長（石川良彦君） はい、地域整備課長。 

地域整備課長（三浦 光君） お答えいたします。今回の浄化槽の復旧事業に

つきましては、あくまでも浄化槽本体、町で管理をしている部分につき

ましての復旧事業でございます。浄化槽が例えば、浄化槽が浮き上がっ

たことによりまして、排水管の影響に出れば、その部分までは町のほう

で直すものでございまして、浄化槽に影響がなくて、あくまでも排水本

管だけが影響が受けた部分については、こちらは今回の復旧事業の対象

でございません。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 討論省略の御発言がありますので、これをもって討論を

終わります。 

    これより、議案第35号 大郷町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算

（第１号）についてを採決いたします。 

    この採決は起立により行います。 

    お諮りします。本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石川良彦君） 起立全員であります。したがって、本案は原案どおり可

決されました。 

                                    

議長（石川良彦君） 以上をもって本臨時会に付議された事件の審議は全部終

了いたしました。 

これにて令和３年第３回大郷町議会臨時会を閉会といたします。 

    大変御苦労さまでした。 



―１９―  

午 前 １０時 ５７分  閉  会 

                                    

    上記の会議の経過は、事務局長 千葉 恭啓の記載したものであるが、

その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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